
南千里中学校 役員・委員 選出ガイド 

2026年度版   
2026 年 5月 22 日改訂 

              

【本部役員・監査選出人数】（指名委員による選出） 

本部役員 

会長 1 名 

副会長 2 名 

書記 2 名 

会計 2 名 

監査 会計監査 2 名 

 

【各委員の選出人数】（PTA 本部による選出） 

委員会名 1 年 2 年 3 年 

学級委員会 3 名 3 名 3 名 

生活委員会 3 名 3 名 3 名 

広報委員会 3 名 3 名 3 名 

指名委員会 3 名 3 名   

                       （必要に応じてボランティアを募る） 

※兄弟姉妹がある場合、上の学年優先選出 

※各委員会における学年別の構成人数は、円滑な組織運営を行うための目安とする 

※本部役員は、各年度の立候補状況および組織運営の必要性に応じてその裁量により、委員の定

数、人数の増減、および学年比率を柔軟に調整できるものとする（ただし、各学年の意見を均

等に反映し、組織としての代表性を担保するため、いかなる場合であっても、各学年から最低

1 名は当該学年の会員を選出する） 

※委員選出のくじ引きまでに調査票の提出がなく、過去の委員経験を本部が把握できなかった場

合はくじ引きの対象となる 

※補欠として各委員 2 名ずつを全学年(指名委員は 1,2 年)の選出対象者の中からくじ 

にて選出 

※各委員に欠員が出た場合、補欠の方よりくじにて人員補充 

 

【活動内容】 

学級委員会（委員長 1 名、副委員長 1 名） 

・制服リサイクル活動 

・花いっぱいプロジェクト活動（地域の方、花プロ係の生徒と共同で行う） 

・講演会等への参加（要請があった場合） 

   

生活委員会（委員長 1 名、副委員長 1 名） 

・新入生のパトロールカードの作成 

・千里新田地区青少年対策委員会への参加 

・防犯協議会への参加（防犯パトロールと情報交換会) 

・市 P 生活部会参加 

・各種パトロール活動  

 

 

 



広報委員会（委員長 1 名、副委員長 2 名） 

※副委員長のうち１名は従来の班長の役割を担う 

・PTA 会報を年 1 回作成・発行・配布 

指名委員（委員長 1 名、副委員長 1 名） 

・次年度本部役員、会計監査候補者の選出活動 

★イベントサポーター 

委員選出後、役員や委員を担うことのなかった全ての 3 年生の会員が登録対象 

登録対象者の中から、夏祭り（8 月）、市民体育祭（10 月）にお手伝いいただく方、 

各 10 名ずつをくじにて選出 

※その他、要請がある場合は登録者の中からくじにて必要人数を招集 

 

【選出時の免除対象】 

免除に該当する方でも立候補できますので、積極的にご参加ください 

 

◎永久免除対象（兄弟姉妹において免除） 

・本部役員経験者（会長・副会長・書記・会計）※会計監査は除く 

・吹田市 PTA 協議会広報部会役員経験者 

 

◎免除対象（当該生徒のみ免除） 

・当該生徒での、委員・会計監査経験者 

・本年度、幼稚園・保育園・小中学校・高校で会計監査を除く PTA 本部役員を 

引き受けている方 

・本年度 2 学期開始時までに転出の決定している方 

・ひとり親家庭の方 

・次年度の役員または各委員の正副委員長に立候補の方（立候補届を提出） 

 

※その他、個々の事情による免除申請については、学校と協議の上、承認・非承認を決定

いたします。 

※「仕事をしている」ことは、免除対象の申請理由としては認められません 

※過年度に承認された理由が本年度も承認されるとは限りません 

※イベントサポーターについては、免除規定はありません 

 

 ◎委員選出後の正・副委員長 免除対象 

   ・過年度の委員長・副委員長（卒業生や他の委員でもよい） 

   ・吹田市 PTA 協議会広報部会幹事経験者（卒業生でもよい） 

   ・本年度、幼稚園・保育園・小中学校・高校で PTAの正副委員長・部長を引き受けている方

（正副委員長の選出時点で確定している場合） 

   ・過年度の広報委員班長経験者 

（卒業生でもよい・過去の班長は副委員長と同等の扱いとする） 

 

 ◎任期途中での交代について 

転校や体調不良など、やむをえない場合は本部にお申し出ください 

 

 ◎任期期間中にもかかわらず、活動実績がない場合は、「委員実績なし」と判断致します 

 

【本部役員選出方法】 

・立候補者がなく、くじ引きで本部役員を決定する場合、選出名簿より候補者を抽出 

し、校長先生（教頭先生）・本部役員立会いのもと、PTA 会長・指名委員長・指名副委員長

によりくじにて選出（不足役員数の 2 倍の人数を選出） 

・選出者による話し合いにて、役職を決定  

・話し合いにて決まらない場合は、くじ引きなどで決定 


